
◎障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律
（平成一四年五月七日法律第三五号）　　

一、提案理由（平成一四年四月三日・衆議院厚生労働委員会）　

○坂口国務大臣　ただいま議題となりました障害者の雇用の促進等に関する法律の一部

を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

　障害者の雇用につきましては、厳しさを増している雇用情勢のもと、求職者の数が過

去最高となる等厳しい状況にあります。また、厳しい経済状況のもとでの企業組織の再

編の活発化、技術革新等による職場環境の改善等、障害者雇用を取り巻く状況も大きく

変化しております。

　このような状況に対応し、障害者の職場を拡大し、雇用の分野のノーマライゼーショ

ンの実現を図るとともに、保健福祉施策との連携による総合的支援の充実を図るため、

政府といたしましては、本法律案を作成し、ここに提出した次第であります。

　次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。

　第一に、障害者雇用率の算定方式の見直しであります。

　企業グループでの障害者の雇用を促進するため、特例子会社に加え、関係する他の子

会社も合わせて雇用率の算定を行うことができるように改めるとともに、雇用すべき障

害者数の軽減を図るために設けられている除外率を、当分の間のものとした上で、段階

的に縮小していくこととしております。

　第二に、就職困難な障害者に対する総合的支援策の充実であります。

　障害者の職業的自立を促進するため、雇用、福祉、教育等の関係機関が連携し、就業

及び日常生活上の支援を一体的に行う障害者就業・生活支援センター事業を実施すると

ともに、障害者職業センターにおいて、障害者の職場定着の支援を行う事業を実施する

こととしております。

　第三に、精神障害者等に係る用語の意義の改正であります。

　精神障害者について本法律上の位置づけを明確化する等の改正を行い、精神障害者に

対する雇用支援を進めることとしております。

　なお、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、特例子会社に関する

部分は平成十四年十月一日から、除外率の縮小に関する部分は平成十六年四月一日から

施行することとしております。

　以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

　何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございま

す。

二、衆議院厚生労働委員長報告（平成一四年四月一一日）　　

○森英介君　ただいま議題となりました三法案について、厚生労働委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。

　まず、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げ



ます。

　本案は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の

安定を図るとともに、就職が困難な障害者が職業生活において自立することを促進する

ための施策の充実強化を図ろうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。

　第一に、障害者雇用率制度において、特例子会社に加え、関係する他の子会社も合わ

せて雇用率の算定を行うことができるように改めるとともに、雇用すべき障害者数の軽

減を図るために設けられている除外率制度を、当分の間の措置とし、段階的に縮小して

いくこと、

　第二に、雇用、福祉、教育等の関係機関が連携し、就業及び日常生活上の支援を一体

的に行う障害者就業・生活支援センター事業を実施するとともに、障害者の職場定着の

支援を行う職場適応援助者事業を実施すること、

　第三に、精神障害者について本法律上の位置づけを明確化し、精神障害者に対する雇

用支援を進めること

等であります。

　本案は、去る三月二十九日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員

会に付託され、四月三日坂口厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十日に質疑

を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第

であります。

　なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

……………（略）……………

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年四月一〇日）

　政府は、適正な就労が障害者の権利であることに鑑み、本法の施行に当たり、障害者

の雇用の促進を図るため、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一　精神障害者に対する障害者雇用率制度の適用については、雇用支援策の展開を図り、

関係者の理解を得るとともに、人権に配慮した対象者の把握・確認方法の確立等の課

題を早期に解決し、実施されるよう努めること。

二　企業名及びその雇用率の公表を前提とした指導を強化して雇用率制度の厳正な運用

を図るとともに、そのための体制整備に努めること。

三　国、地方公共団体等の公的機関においては、個々の機関の実雇用率など、障害者雇

用の現況を自ら公表するとともに、率先して障害者の雇用を進めるよう努めること。

四　企業グループによる雇用率の算定に当たっては、十分な現況の把握を行うとともに、

障害者を特殊な職場に追いやることのないよう、適正な運用を指導すること。又、特

例子会社制度の運用に当たっては、親会社への障害者雇用責任者の配置を原則とし、

親会社の責任を明確にすること。



五　除外率制度については、除外率縮小の日程などを早期に明確にし、廃止に向けた取

り組みが着実に進められるよう努めること。

六　障害者就業・生活支援センター並びに職場適応援助者事業については、事業への当

事者の参画に努めるとともに、全国の地域において確実に事業が展開されるよう努め

ること。又、質を確保しつつ必要な数の職場適応援助者が確保できるよう、必要な経

験を十分に有している通所授産施設等の職員を活用するなどにより、その早急な養成

に努めること。

七　障害者の職場定着を確実にするよう、職場における施設・設備の整備、介助者制度

の充実を図ること。

三、参議院厚生労働委員長報告（平成一四年四月二四日）　　

○阿部正俊君　ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職

業の安定を図るため、障害者雇用率の算定に係る除外率制度及び特例子会社制度等の見

直しを図るとともに、職場適応援助者事業及び障害者就業・生活支援センターの創設等

就職が困難な障害者の職業生活における自立を促進するための施策の充実強化を図ろう

とするものであります。

　委員会におきましては、法定雇用率未達成企業に対する指導強化の必要性、除外率制

度の縮小・廃止の方法、特例子会社制度の見直しに伴う親会社の責任の在り方、障害者

就業・生活支援センターの役割、新たな障害者基本計画及び障害者プランの策定への取

組等について質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は

会議録によって御承知願います。

　質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。

　なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年四月二三日）

　政府は、適正な就労が障害者の権利であることにかんがみ、本法の施行に当たり、障

害者の雇用の促進を図るため、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、障害者雇用の促進には、労働のみならず、生活環境、福祉、保健医療、教育、文化

等広範な分野にわたって施策を総合的に進める必要があり、従来にも増して、各省庁

の連携を密にし、政府全体として取組を進めること。また、新障害者基本計画及び新

障害者プランの策定に当たっては、障害者雇用を重要な柱として位置付け、可能な限

り数値目標を掲げるなどし、計画的な整備を図るよう努めること。

二、精神障害者に対する障害者雇用率制度の適用については、雇用支援策の展開を図り、



関係者の理解を得るとともに、人権に配慮した対象者の把握・確認方法の確立等の課

題を解決することなどにより、早期に実施されるよう努めること。

三、雇用率制度の厳正な運用を図るため、企業名及びその雇用率の公表を前提とした指

導を強化するとともに、必要な体制整備に努めること。

四、国、地方公共団体等の公的機関において、率先して障害者の雇用を進めるよう努め

るとともに、個々の機関の実雇用率など、障害者雇用の現況を自ら公表すること。

五、企業グループによる雇用率の算定に当たっては、十分な現況の把握を行うとともに、

障害者を特定の職場に追いやることのないよう、適正な運用を指導すること。また、

特例子会社制度の運用に当たっては、親会社への障害者雇用責任者の配置を原則とし、

親会社の責任を明確にすること。

六、除外率制度については、廃止に向けた取組が着実に進むよう、本法に基づいて策定

される障害者雇用対策基本方針等の中で除外率縮小の日程などを明確にすること。

七、障害者就業・生活支援センター並びに職場適応援助者事業については、事業への当

事者の参画に努めるとともに、全国の地域において確実に事業が展開されるよう努め

ること。また、職場適応援助者について、質を確保しつつ十分な数の人材が確保でき

るよう、必要な経験を有する通所授産施設等の職員の活用などにより、早急な養成に

努めること。

八、障害者の職場定着を確実にするよう、職場における施設・設備の整備、介助者制度

の充実を図ること。

九、障害者のトライアル雇用を実施する障害者雇用機会創出事業については、その実績

にかんがみ、十分な運用が可能となるよう配慮すること。

　右決議する。


